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財産は要らぬ言う子に怒る嫁

母の死で 初めて会う兄 相続人

亡き後も 思いが届く 付言事項

兄弟で 親の面倒 誰が見る

いらないと 言った財産 なぐりあい

開拓し 努力で築き 継承へ

【選考コメント】 ・付言事項は任意ですが想いを伝える有効な手段です。多いに語ってください。
・遺言は最後の手紙と思って残すと､相続人は気持ちを汲んでくれそうですね。

【選考コメント】 ・核家族化が進んでいる日本の問題を捉えた一句でした。
・予想外の相続人の登場でトラブルに… 終活ノートで対策しましょう！

・相続が争族になる原因は“他人（相続人以外の人）の一言”ですね。
・よくある争族の一因ですね。事前の話し合いの重要性が伺える一句です。

【選考コメント】



https://www.konoike-cons.co.jp/

私たちは持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）を支援しています

□本社
□本店営業部
□静岡支店
□掛川支店
□ﾘﾆｭｰｱﾙ部

〒430-0946  浜松市中央区元城町216-11
〒430-0946 浜松市中央区元城町216-11
〒422-8036 静岡市駿河区敷地1丁目5-15
〒436-0028  掛川市亀の甲1丁目18-14
〒430-0946  浜松市中央区元城町216-11

TEL:(053)455-0661(代)  FAX:(053)452-1930
TEL:(053)454-3723(代) FAX:(053)454-9584
TEL:(054)269-5102(代)  FAX:(054)269-5103
TEL:(0537)64-3364(代)  FAX:(0537)64-3362
TEL:(053)455-1311(代) FAX:(053)455-1312

MONTHLY

0537-61-2102
平日9時～16時受付

税理士法人タックスサポート掛川支社内
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要予約毎月開催中！ 初回無料『 個 別 相 談 会 』
相続 遺言 民事信託 相続･贈与･遺言などのご相談 ※完全予約制

【出張会場】

【掛川会場】

５月 24日(金)2024年

9:00~16:00

場

所

時

間

天竜協働センター
天竜協働センター

053-454-3723

※1時間単位の予約制

≪予約電話番号≫

毎月第３土曜 浜松市中央区元城町216-11
鴻池元城ビル3階

５月 18日 (土)2024年【浜松会場】

浜松市中央区薬新町99

＼ご好評につき／

毎月第３日曜
毎月第３火曜 JAやよい支所

掛川市弥生町234

2024年５月 19日(日)･21日(火)

毎月第３水曜

さくらぎマルシェ
掛川市富部4-1 (JA桜木支所)

2024年５月 15日(水)

毎月第３月曜

JA西南郷支所
掛川市亀の甲1丁目21-15

2024年５月 20日(月)

場

所

場

所

場

所

開催日拡大中！

現在建築中の浜松･天龍川町の賃貸マンションにて構造見学会を
開催いたします。完成後には見ることのできない構造躯体や工事
現場の様子をこの機会にぜひご覧下さい。 053-454-3723（本店営業部）※安全のためご予約をお願いします

災害に強い鉄筋コンクリート造
賃貸マンション

構造見学会開催！ 2024年5/18(土)
10:00～15:00
場所：浜松市中央区天龍川町330-1

日本経済新聞に「不動産の登記、変更忘れず」という記事が掲載されました。

この欄でも何度かご紹介した不動産の相続登記義務化に関する記事です。

（日本経済新聞 電子版 2024年3月30日）

場合は2027年3月が期限です。
正当な理由なく登記を怠ると10万円以下の
過料が科されるので注意が必要です。

また､不動産の所有名義人の住所変更に
ついても2026年4月以降は義務化されます。
こちらも忘れずに対応する必要があります。

発 生 時 期 登 記 期 限

2024年4月1日以降 相続発生から3年以内

2024年4月1日より前 2027年3月末

相続登記の義務化は、空き家の放置問題や所有者不明土地の発生を防ぐことが目的で、
2024年4月1日からスタートしています。下表のとおり義務化より前に相続が発生していた
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